
(様式２) 

誓 約 書 

 

１ 貸与された物品は、不法投棄監視以外の目的には使用しません。 

２ 貸与された物品は、無断で他の者に貸し出したりしません。 

３ 貸与された物品は、期限までに返却します。 

４ 設置された不法投棄監視カメラは、適正に管理し、無断で設置場所を変更

しません。 

５ カメラの撮影範囲は無断で変更しません。 

６ 不法投棄監視カメラ等の設置により捜査機関等と連携し、不法投棄行為の

防止に向けた対応に協力します。 

７ 撮影された画像データは、指定された者以外は閲覧しません。 

８ 敷地内の不法投棄物については、責任を持って処分します。 

 

不法投棄監視カメラ等の貸与申請に当たり、上記の内容及び京都市不法投棄

監視カメラ等貸与に関する要綱を遵守します。 

 

京都市長 様 

  年  月  日 
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